[bookmark: _Toc121530375][bookmark: _Toc222405223]令和8年（行ケ）第3号　人口比例選挙請求事件
原告　鶴本　圭子　外116名
被告　東京都選挙管理委員会　外10名


準備書面 (2)

令和8年3月4日
東京高等裁判所第4民事部　御中

原告ら訴訟代理人弁護士　　 升　　永　　  英　　俊
同　　　　弁護士　　久 保 利　　英　　明
同　　　　弁護士　　伊　　藤　　      真
同　　　　弁護士　　黒　　田　　健　　二
同　　　　弁護士　　江　　口　　雄 一 郎
同　　　　弁護士　　森　　川　　　　　幸
同　　　　弁護士　　山　　中　　眞　　人
同　　　　弁護士　　平　　井　　孝　　典
同　　　　弁護士　　多　　田　　幸　　生

1　令和5年大法廷判決（衆）：
原告準備書面(1) で述べたとおり、原告は、下記(1)～(3)のとおり、『過疎地同士の有権者の間で投票価値較差2倍である本件選挙区割りは、国会の立法裁量権の行使として、合理性が有るとは言えないので、違憲である』と主張する。

(1)  令和5年大法廷判決（衆）（甲8）は、

「選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることにな（る）」（強調　引用者）
と判示する（民集77巻1号20頁参照）。

(2)　ある過疎地に居住する有権者は、過疎地に居住する有権者という点で、他の過疎地に居住する有権者と同一条件である
ので、他の過疎地に居住する有権者と比べて、
１票の投票価値について、差別
される合理的理由は、皆無
である（平成23年大法廷判決（甲3）民集65巻2号779頁参照）。

(3)　国会は、立法裁量権を行使して、本件選挙区割り（但し、最大有権者数格差・1対2.088）を立法した。
一方で、鳥取1区内の過疎地の有権者の投票価値を1票としておきながら、
他方で、福岡5区内の過疎地・東峰村の有権者の投票価値を0.5票としているので、本件選挙区割りは、国会の裁量権の行使として合理性を有しているとは言えない。

よって、上記(1)の令和5年大法廷判決（衆）の判示に従って、本件選挙区割りは、違憲無効である（憲法98条1項）。

2　令和7年最高裁第2小法廷判決（衆）：
(1) 令和7年最高裁第二小法廷判決（衆）（甲128）は、

[bookmark: RIYUU]「ア　区画審設置法の定める本件区割制度は、小選挙区選出議員の選挙区（以下単に「選挙区」という。）について、区画審において、１０年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行った上、選挙区間の人口の較差が２倍未満となるよう区割りをして、その改定案を作成するものとしつつ、大規模国勢調査が行われた年から５年目に当たる年に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の最大較差が２倍以上となった場合には、その結果に基づき、各都道府県への定数配分を変更することなくこれが２倍未満となるよう区割りをして改定案を作成し、これを是正することとするものである。このような本件区割制度は、選挙区を改定してもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを前提に、選挙制度の安定性も考慮しながら、選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう設けられたものであるといえ、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、国会において考慮することのできる他の要素をも考慮して選挙区の改定を行う仕組みを定めたものとして、合理性を有するものというべきである。（略）そして、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれず、本件選挙区割りの下におけるその拡大の程度が著しいものともいえないから、上記の選挙区間の投票価値の較差の状況をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないというべきである。」（強調　引用者）

と述べ、『当該選挙は違憲状態ではない』旨判示する。

(2)　原告の主張1：
令和7年最二小判は、『過疎地同士の有権者の間での投票価値較差・1対2（概数）の合憲性』を判断していない。
よって、令和7年最二小判の判示を以って、『過疎地同士の有権者の間で、投票価値較差・1対2（概数）を生じさせた本件選挙区割りは、国会の裁量権の行使として合理性が有るとは言えないので、令和5年大法廷判決（衆）に従って、違憲である』旨の原告の主張を覆すことは、出来ないと解される。

3　平成27年大法廷判決（衆）：
(1)　平成27年11月25日大法廷判決（衆）（甲6）は、

「(3)ア　衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について，当裁判所大法廷は，これまで，①定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か，②上記の状態に至っている場合に，憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か，③当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合に，選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かといった判断の枠組みを前提として審査を行ってきており，こうした判断の方法が採られてきたのは，憲法の予定している司法権と立法権との関係に由来するものと考えられる。」（強調　引用者）

と判示する（民集69巻7号2059頁）。

（ここで、投票価値の較差に関する『違憲審査の三段階の判断枠組み』の中の②段階の審査における判断基準を「合理的期間論」という。）

(2)　原告の主張2：
ア　本件選挙では、過疎地同士の有権者間で、投票価値較差・1対2の較差があるが、同較差を生じさせる合理性は皆無であり、令和5年大法廷判決（衆）の「選挙制度の合憲性は、・・・国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断される」（強調　引用者）との判示に照らし、本件選挙は違憲であると解される。

イ  現首相は、『憲法改正に挑戦する』と、報道人に向かって、「挑戦」という言葉を使って、実現への意欲を強くにじませていた。
（「自民圧勝に終わった後は、記者会見や党会合で「挑戦」という言葉を使って、実現への意欲を強くにじませていた。」東京新聞デジタル　2026年2月21日　甲129）

[bookmark: _Hlk223525206]ウ  令和7年参院選について、10高裁違憲状態判決の中の6高裁違憲状態判決（①広島高裁判決（補助参加）（甲118）；②福岡高裁（甲11）；③仙台高裁秋田支部（甲119）；④仙台高裁（甲10）；⑤札幌高裁（甲13）；⑥広島高裁岡山支部（甲120））は、『同選挙で当選した議員が正当に選挙された者であるといえるかに疑問符が付く』旨判決文中で言及し（原告準備書面(1) 第2部2-1（同書6～9頁）参照）、２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））は、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、１高裁（大阪高裁（甲14））は、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』[footnoteRef:1]旨警告している（同準備書面(1)第2部1（同書3～5頁）参照）。 [1:  大阪高判令和7年10月24日（判決文29頁）は、「本件選挙において最大較差が令和4年選挙から0.1増加したこと等も、…（略）…喫緊の課題が更に切迫したものとなったことを示すものであるとも考えられる。以上の点を踏まえて…（略）…法的措置が講じられることが引き続き求められる状況にあり、これと異なる経緯を辿る場合には、選挙区間の較差から見て取れる投票価値の不均衡に対する評価も自ずと異なるものとなる可能性があることが留意されるべきである。」と判示した（甲14）。] 


エ　現首相が、憲法改正に「挑戦」すると公言する以上、現首相は、令和7年参院選（選挙区）について、６高裁違憲状態判決が、『同選挙で当選した議員が正当に選挙された者であるといえるかに疑問符が付く』旨判決し、２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））が、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、１高裁（大阪高裁（甲14））が、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』旨警告し、同事件は現在最高裁に係属中であるにも拘らず、同選挙で当選した議員が、憲法改正の国会発議で投票するよう計算した上で、憲法改正に「挑戦」すると公言したと解される。
そうであるとすると、本件選挙について、「違憲状態判決」では､選挙の正統性に疑問符が付く本件選挙で当選した議員が投票する憲法改正の国会発議を止めることはできないと考えられる。
更に言えば、「違憲違法判決」であっても、選挙の正当性に疑問符が付く本件選挙で当選した議員が投票する憲法改正の国会発議を止めることはできない可能性が有る。

オ　【上記ウに示すとおり、選挙の正当性に疑問符が付く選挙で当選した者が、改憲の国会発議を審議し、投票すること】を止めるために、原告は、裁判所におかれて、憲法76条3項、98条1項、99条に基づき、『本件選挙は違憲無効である』旨判決するよう求める。　

カ　「憲法改正は、専ら国会の議論に委ねられているので、司法はこれに関与しない」との議論もありうるであろう。
しかしながら、この議論について、原告は、下記①～③のとおり反論する。

1 　憲法改正のための第一の要件は、憲法改正の国会発議（各院の総議員の2/3以上の賛成）であり、第２の要件は、国民投票の過半数の賛成である（憲法96条1項）。

2 　憲法は、選挙の正当性に疑問符が付く選挙で当選した議員（令和7年参院選につき、６高裁違憲状態判決（①広島高裁判決（補助参加）；②福岡高裁；③仙台高裁秋田支部；④仙台高裁；⑤札幌高裁；⑥広島高裁岡山支部）が、『同選挙で当選した議員が正当に選挙されて者であるといえるかに疑問符が付く』旨判決文中で言及し、２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））が、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、１高裁（大阪高裁（甲14））が、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』旨警告している。）が、各院での憲法改正のための投票をすることを予定してない（憲法99条、98条1項、憲法前文第1項第1文前段）。

③　よって、憲法99条、98条1項、憲法前文第1項第1文前段、及び76条3項は、【裁判所が、本件選挙は違憲無効であると判決すること】を要求する、と解される。

4 平成25年大法廷判決（衆）：
(1)　平成25年大法廷判決（衆）（甲4）は、

「（３）ア　衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について，当裁判所大法廷は，これまで，①定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か，②上記の状態に至っている場合に，憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か，③当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合に，選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かといった判断の枠組みに従って審査を行ってきた。こうした段階を経て判断を行う方法が採られてきたのは，単に事柄の重要性に
鑑み慎重な手順を踏むというよりは，憲法の予定している司法権
と立法権との関係に由来するものと考えられる。すなわち，
裁判所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断したとしても，自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく，その是正は国会の立法によって行われることになるものであり，是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しており，上記の判断枠組みのいずれの段階においても，国会において自ら制度の見直しを行うことが想定されているものと解される。換言すれば，裁判所が選挙制度の憲法適合性について上記の判断枠組みの各段階において一定の判断を示すことにより，国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずることが，憲法の趣旨に沿うものというべきである。このような憲 (●)法 (●)秩 (●)序 (●)の下における司法権と立法権との関係に照らすと，上記①の段階において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ、上記②の段階において憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては，単に期間の長短のみならず，是正のために採るべき措置の内容，そのために検討を要する事項，実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して，国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点から評価すべきものと解される。」（強調　引用者）

と判示する（平成25年大法廷判決（衆）民集67巻8号1522～1523頁　参照）。

(2)　原告の主張3：
ア 上記(1)（本書8～10頁）の”司法権と立法権との関係”は、【現憲法秩序が現状のまま維持・継続すること】を前提としている。

 イ 自民党は、下記に示すとおり、「4項目（但し、「3.　参議院の合区解消、各都道府県から1人以上の選出」を含む）の改正・追加を提案します」と表明している（甲130）。

自由民主党ウェブサイト（https://www.jimin.jp/kenpou/proposal/）（甲130）

「　4つの「変えたいこと
自民党の提案
（略）
1.　安全保障にかかわる「自衛隊」の明記と「自衛の措置」の言及
2.　大地震が発生した時などの緊急事態対応を強化
3.　参議院の合区解消、各都道府県から1人以上選出
4.　家庭の経済的事情の左右されない教育環境の充実

4項目の改正・追加を提案します」（強調　引用者）

ウ　令和7年参院選（選挙区）について、
６高裁違憲状態判決（①広島高裁（補助参加）；②福岡高裁；③仙台高裁秋田支部；④仙台高裁；⑤札幌高裁；⑥広島高裁岡山支部）が、『同選挙で当選した議員が
正当に選挙された者であるといえるかに
疑問符が付く』旨判決し、

２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））が、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、

１高裁（大阪高裁（甲14））が、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』旨警告し、

同事件は現在最高裁に係属中であるにも拘らず（但し、令和5年大法廷判決（参）は、「投票価値の平等が憲法上の要請であること等を考慮すると、較差の更なる是正を図ることは喫緊の課題というべきである。」（強調　引用者）と明言している（民集77巻7号1669頁参照）。）、

当該憲法上の重大問題の解決方法に何ら言及することなく、現首相は、『憲法改正に「挑戦」する』旨公言している（上記3(2)イ〈本書6頁〉参照）。

エ　令和8年2月8日以降の日本の状況（但し、現憲法にとっては、現
内閣が憲法改正に「挑戦」すると公言する現在の状況は、例えて言えば、「平時」とは真逆の「有事」に相当する状況）においては、
上記(1)（本書8～10頁）に示す”司法権と立法権との関係”の前提（即ち、現憲法秩序が現状のまま維持継続するという前提）（即ち、司法による一定の判断が示され、国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずるという憲法秩序）が、崩れていると解される。

オ　従って、裁判所におかれて、違憲審査の三段階の判断枠組みを採用することなく、本件選挙の違憲性の有無を判断し、違憲と認められるときは、憲法98条1項に従って、違憲無効と判決する、憲法上の義務を負うと解される（憲法99条、76条3項）。

カ　原告準備書面(1)第3部、7（3）（同書122～123頁）に示した通り、衆院議員（小選挙区）・289人が当選無効となった場合、衆院比例代表議員・176人が衆院・定足数・155人を満たすので、衆院は、国会活動を行うことができる。

キ　内閣総理大臣が衆院議員資格を失った場合、憲法70条、71条により「内閣は、新らたに総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」ことになり、憲法上、国政の不都合回避は、手当されている。

ク　原告は、過疎地同士の有権者の間で投票価値較差・1対2（概数）もの差を生じさせた本件選挙区割りは、国会の裁量権の行使として合理性を有しないため、本件選挙は違憲であると解されることを前提とした上で、現首相（但し、自民党総裁兼務）が、２月８日以降、憲法改正に「挑戦」すると公言しているところ、①憲法は、正当性に疑問符が付く選挙で当選した議員が改憲の国会発議で投票すること予定していないこと、また、②前記①の状況下における改憲は、最高裁が司法権と立法権との関係を前提として構築してきた判例法理（３段階の判断枠組み）の前提を崩してしまう明白かつ具体的危険があることを指摘するものである。

これに対し,『憲法が予定しない事態を阻止するため、本件裁判において違憲無効の判決をすることが裁判所に義務付けられるというところの論理が十分に理解できない』旨

の議論（但し、仮に想定した議論）があり得よう。

原告は、これに対し、下記①～⑥のとおり、反論する。
①　上記ｸ①の状況下における現首相の「憲法改正」の「挑戦」の公言は、最高裁が司法権と立法権との関係を前提として構築してきた判例法理（３段階の判断枠組み）の前提を崩してしまう明白かつ具体的危険があるので、本件選挙に関する本件裁判で、最高裁が司法権と立法権との関係を前提として構築してきた判例法理（３段階の判断枠組み）を当てはめることは、妥当とは言えない。

②　裁判官は、憲法76条3項に基づいて、憲法及び法律にのみ拘束される。

③　憲法98条1項は、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律（略）国務に関するその他の行為の全部は又は一部は、その効力を有しない。」と定める。

④　憲法99条は、「（略）裁判官（略）は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と定める。

よって、憲法尊重擁護義務を負う裁判官としては、憲法が予定していない事態（令和7年参院選（選挙区）について、６違憲状態高裁判決（①広島高裁（補助参加）；②福岡高裁；③仙台高裁秋田支部；④仙台高裁；⑤札幌高裁；⑥広島高裁岡山支部）が、『同選挙で当選した議員が正当に選挙された者であるといえるかに疑問符が付く』旨判決し、２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））が、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、１高裁（大阪高裁（甲14））が、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』旨警告し、同事件は、現在最高裁に係属中であるにも拘らず、当該重大問題の解決方法に何ら言及することなく、現首相が、同選挙で当選した議員が、憲法改正の国会発議で投票するよう計算した上で「憲法改正」を試
みようとしている国家の危機（即ち、国民主権を謳う日本国憲法の危機）」
を含む）を阻止するために、裁判官として、あらゆる合法的手段（本件裁判で、違憲無効判決を言い渡すことを含む）を講じる義務を負う。

⑤　上記①～④に示した理由により、裁判官は、憲法99条に従って、憲法76条3項、98条1項に基づき、過疎地同士の有権者の間で投票価値較差・1対2（概数）もの差があった本件選挙区割りは、国会の裁量権の行使として合理性を有していないため、本件選挙は違憲と解される以上、裁判所は、【本件裁判において、違憲無効の判決をすること】が義務付けられている、と解される。

ケ　平成27年大法廷判決（衆）・千葉勝美最高裁判事（当時）（補足意見）は（甲6）、

「５　実効性のある司法部と立法府との相互作用
　平成２３年３月２３日言渡しの平成２３年大法廷判決以来，２度の衆議院議員選挙が施行され，また，その間に平成２４年改正法及び平成２５年改正法が制定，施行されてきたが，投票価値の較差についての十分な是正はされないまま，平成２６年１２月１４日に，本件選挙が施行されており，１人別枠方式の残滓があり較差の是正も十分とはいえない状態が今日まで約４年半も続いている。しかし，国会においては，利害が錯綜し，調整の容易でないテーマについて，多数意見が指摘するように，衆議院選挙制度に関する調査会が設置され，投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする改正案が検討されるなど，当裁判所大法廷の判断を踏まえた制度の見直しについての検討が続けられており，司法部と立法府とのそれぞれの機能，役割を踏まえた緊張感を伴う相互作用が行われているといえよう。国家機構の基本となる選挙制度の大改革を目指し，両者の間で，いわば
実効性のあるキャッチボールが続いている状況
にあり，司法部としては，選挙を無効とする等の対応を採るのではなく，この相互作用が早期に実りある成果を生むようにしっかりと見守っていくことが求められるところであろう。」（強調　引用者）

と記述する（平成27年大法廷判決（衆）　民集69巻7号2072～2073頁参照）。

上記ケのキャッチボール論は、上記4(1)（本書8～10頁）の平成25年大法廷判決（衆）の“司法権と立法権との関係”論を別の言葉で説明したものである。

従って、キャッチボール論についても、上記4(2)ア～ク（本書10～15頁）の原告の主張が、同様に当てはまる。

コ 本件裁判では、上記クで述べたとおり、
“司法権と立法権との関係”の前提が崩れる明白かつ具体的危険があるので、裁判所は、①司法権と立法権との関係論、②合理的期間論、③違憲審査の三段階の判断枠組み論のいずれも採用すべきではない、と解される。

サ　①原告準備書面(1)第3部、第5、4（同書109頁）で述べたとおり、2026年2月20日、米国連邦最高裁（法廷意見はロバーツ首席判事が主に執筆）は、連邦議会の承認なく関税を課すことは、大統領権限を逸脱している旨の下級審（連邦高裁及び連邦地裁）の判断を支持して、大統領によるIEEPAに基づく関税を違法と判決し、米国連邦憲法を守った（甲127）。

②　「本件選挙は、過疎地同士の有権者の間の投票価値・較差が１対２であり、本件選挙区割りは、国会の裁量権の行使として、合理性あるとは言えない」との原告の新たな主張に対する最高裁の判断を待たずに、憲法改正の国会発議が、各院で、正当に選挙されたことに疑問符が付く議員を含む扱議員の２/３以上の賛成投票によって行われる危険がある。

③　【裁判所が、憲法を守る最後の砦であること】は、米国でも、日本でも、なんら変わることはない。

令和８年２月８日以降の現状においては、最高裁およびその下級審たる各高裁は、憲法９９条、７６条３項、９８条１項に基づき、『本件選挙は、違憲無効である』旨判決して、日本国憲法を守る義務を負っている、と解される。
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原告準備書面（Ⅰ）第３部、第5、７（同書118~124頁）で述べたとおり、

(1)　昭和60年大法廷判決（衆）は、民集39巻5号1123頁（甲2）で、
「　たとえ当該訴訟において議員定数配分規定が違憲と判断される場合においても、これに基づく選挙を常に無効とすべきものではない。すなわち、違憲の議員定数配分規定によつて選挙人の基本的権利である選挙権が制約されているという不利益など当該選挙の効力を否定しないことによる弊 (●)害 (●)、右選挙を無効とする判決の結果、議員定数配分規定の改正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われざるを得ないなど一時的にせよ憲法の予定しない事態が現出することによつてもたらされる不 (●)都 (●)合 (●)、そ (●)の (●)他 (●)諸 (●)般 (●)の (●)事 (●)情 (●)を総 (●)合 (●)考 (●)察 (●)し、いわゆる事情判決の制度（行政事件訴訟法三一条一項）の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則を適用して、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することもあり得るものと解すべきである（昭和五一年大法廷判決参照）。」（強調　引用者）
	と判示する。

	
(2)　そして、4判事（寺田治郎最高裁長官、木下忠良判事〈第二小法廷所属〉、伊藤正己判事〈第三小法廷所属〉、矢口洪一判事〈第一小法廷所属〉。ただし、寺田治郎最高裁長官は、最高裁を代表して；木下忠良判事も、事実上第二小法廷を代表して；伊藤正己判事も、事実上第三小法廷を代表して；矢口洪一判事も、事実上第一小法廷を代表して；下記補足意見により、国会に向けて最高裁判所裁判官・15人全員の『較差の是正がされることなく、選挙が実施される場合は、無効判決もありうる』旨の警告を発していると解される。）は、その補足意見として、同1125～1126頁で、

「　二　昭和五八年大法廷判決（違憲状態判決）は、昭和五五年六月施行の衆議院議員選挙当時投票価値の較差が憲法の選挙権の平等の要求に反するものであることを肯定しながら、いまだその是正のための合理的期間が経過したものとはいえないとして、議員定数配分規定を憲法に違反するものと断定することはできないと判断したが、右投票価値の較差が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つていたことを重視し、議員定数配分規定はできる限り速やかに改正されることが望まれる旨を付言した。それにもかかわらず、その後現在まで右改正は実現していない。そして、右規定の是正のための合理的期間が既に経過していることは、多数意見、反対意見を通じて異論のないところであり、また、本判決の是認する原判決の違法宣言の実質が違憲宣言であることを併せ考えると、右是正の急務であることは、昭和五八年大法廷判決当時の比ではない。一日も早く右の是正措置が講ぜられるべきものであることを強調せざるを得ない。
	　三　ところで、右是正措置が講ぜられることなく、現行議員定数配分規定のままで施行された場合における選挙の効力については、多数意見で指摘する諸般の事情を総合考察して判断されることになるから、その効力を否定せざるを得ないこともあり得る。その場合、判決確定により当該選挙を直ちに無効とすることが相当でないとみられるときは、選挙を無 (●)効 (●)とするがその効果は一定期間経過後に始めて発生するという内容の判決をすることも、できないわけのものではない。」（強調　引用者）

と記述する。

(3)　即ち、同補足意見（但し、事実上、全１５最高裁裁判官の一致した補足意見である、と解される）は、「右是正措置が講ぜられることなく、現行議員定数配分規定のままで施行された場合における選挙の効力については、多数意見で指摘する諸般の事情を総合考察して判断されることになるから、その効力を否定せざるを得ないこともあり得る」と強く警告するものである。

(4)　換言すれば、４裁判官（寺田治郎最高裁長官、木下忠良判事〈第二小法廷所属〉、伊藤正己判事〈第三小法廷所属〉、矢口洪一判事〈第一小法廷所属〉）は、事実上、全１５最高裁裁判官を代表して、憲法99条（憲法尊重擁護義務）に従って、『次回の選挙が是正措置なく実施される場合は、違憲無効判決が有りうる』旨、国会に対して強く警告した。

(5)　ア 昭和60（1985）年大法廷判決（衆）は、上記(1) （本書17～18頁）に示すとおり、青色傍線部分（「違憲の議員定数配分規定によつて選挙人の基本的権利である選挙権が制約されているという不利益など当該選挙の効力を否定しないことによる弊 (●)害 (●)」）と赤色傍線部分（「右選挙を無効とする判決の結果、議員定数配分規定の改正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われざるを得ないなど一時的にせよ憲法の予定しない事態が現出することによつてもたらされる不 (●)都 (●)合 (●)、そ (●)の (●)他 (●)諸 (●)般 (●)の (●)事 (●)情 (●)」）を総合考察（但し、総合考察とは、「比較衡量」と同義であると解される）し、青色傍線部分の弊害より赤色傍線部分の弊害がより大であると判断し、当該選挙は違憲無効ではなく、違憲違法である旨判決した。

ここで注目すべきことは、赤色傍線部分が、現時点から見れば、小さな弊害でしかないことである。
とはいえ、昭和60（1985）年大法廷判決（衆）の当該判断は、「判例」である。

イ　ここで本件選挙に戻って考察すると、
(ｱ) 衆院選について言えば、昭和60（1985）年当時は,中選挙区選挙の１本立てであって、比例代表選挙は存在しなかったが、現在は、小選挙区選挙と11ブロック比例代表選挙の２本立てである。
(ｲ) 現時点で、公選法4条1項は、衆院議員総数・465人：小選挙区選出議員数・289人：比例代表選出議員数・176人、と定める。
(ｳ) 憲法56条1項は、「両院は、各々その総議員の１/３以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。」と定める（即ち、1/3の定足数の定め）。
(ｴ) 即ち、令和8（2026）年現在では、昭和60（2026）年当時とは異なって、小選挙区選出議員が0人となっても、比例代表選出議員・176人が存在する。
よって、本件衆院選（小選挙区）が違憲無効となっても、比例代表選出議員・176人が存在するので、これが、衆院の議事の定足数（156人）を満たし、衆院の議事は、何ら滞ることはない（平成27年大法廷判決（衆）（甲6）鬼丸かおる反対意見（ただし、違法宣言／人口比例選挙）同旨。　原告準備書面(1)123頁脚注12）参照）。

従って、本件選挙では、上記アで昭和60（1985）年大法廷判決（衆）の赤色傍線部分が指摘する、違憲無効判決の弊害は一切存在しない。

(ｵ) よって、原告は、当裁判所に対し。上記アに示す昭和60（1985）年大法廷判決（衆）の「判例」の判断基準に従って、『本件選挙は違憲無効である』旨判決されるよう求める。

(6)　当裁判官は、憲法尊重擁護義務（憲法99条）を負う裁判官として、令和7年参院選（選挙区）について、６高裁違憲状態判決が、『同選挙で当選した議員が正当に選挙された者であるといえるかに疑問符が付く』旨判決し、２高裁（①東京高裁10部（甲12）、②東京高裁12部（甲15））が、『次回までに是正なき場合は違憲判断を免れない』旨判決し、１高裁（大阪高裁（甲14））が、『次回も是正なき場合は評価も自ずと異なる可能性がある』旨警告し、同事件は現在最高裁に係属中であるにも拘らず、（現首相が、当該憲法上の重大問題の解決方法に何ら言及することなく、同選挙で当選した議員が、憲法改正の国会発議で投票するよう計算した上で「憲法改正」を試みようとしている、）国家にとって正に差し迫った明白かつ具体的な危機を阻止するために、あらゆる合法的手段（本件裁判で、違憲
無効判決を言い渡すことを含む）を講じる憲法尊重擁護義務（憲法99条）を負う。
以上
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